
 

 

定款施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（報告事項） （報告事項） 

第４条 定款第２１条に規定する本所が定める

場合は、次の各号に掲げる場合とし、所定の

報告書に本所が必要と認める書類を添付して

報告するものとする。 

第４条 定款第２１条に規定する本所が定める

場合は、次の各号に掲げる場合とし、所定の

報告書に本所が必要と認める書類を添付して

報告するものとする。 

（１）～（１５）の２ （略） （１）～（１５）の２ （略） 

（１６） 役員が法第２９条の４第１項第２

号イからリまでに掲げる者のいずれかに該

当することとなった事実を知ったとき。 

（１６） 役員が法第２９条の４第１項第２

号イからトまでに掲げる者のいずれかに該

当することとなった事実を知ったとき。 

（１６）の２ 指定親会社の役員が法第２９

条の４第１項第２号イからリまでに掲げる

者のいずれかに該当することとなった事実

を知ったとき。 

（１６）の２ 指定親会社の役員が法第２９

条の４第１項第２号イからトまでに掲げる

者のいずれかに該当することとなった事実

を知ったとき。 

（１７）～（２６） （略） （１７）～（２６） （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２７年５月２９日から

施行する。 

 

  

 


